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大和御所道路曽我地区埋蔵文化財発掘調査業務

分任支出負担行為担当官
奈良国道事務所長
伊藤　努
奈良県奈良市大宮町３－５－１１

令和　７年　４月　１日

奈良県
奈良県奈良市登大路町30番地

178,000,000 

　本業務は、一般国道24号京奈和自動車道大和御所道路大和区間の事業区域内に存在する
曽我遺跡について、文化財保護法第99条（地方公共団体による発掘の施行）第二項に基づ
き、地方自治体の機関で発掘調査を実施するものである。

　文化庁次長通知（平成10年9月29日庁保記第78号） 「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円
滑化等について」記二（三）都道府県の役割及び体制の整備・充実では、「都道府県は、
大規模な、あるいは複数の市町村にまたがる埋蔵文化財の保護及びこれらに係る開発事業
との調整・発掘調査を行う」とされている。
　以上のことから、当該事業地の地方公共団体の長である奈良県知事と契約を行うもので
ある。


